
令和元年１１月吉日 

 

振込手数料改定のご案内 

 
現在の歪で複雑な振込手数料は、お客さまには理解が困難であり、職員でも勘違いする

こともあるなど、改善を図る必要があると考えてきました。 

今般の改定は、全体としてゼロベースで平準化するものであり、現在の歪な振込手数料

体系を改善するものであります。 

なお、組合員の利便性を最優先とする方針は不変であり、組合員の本人名義宛への振込

について、全ての金融機関については引き続き無料（当組合負担）といたします。 

 
１．改定日 
  令和２年１月１日（水） 

 
２．改定後振込手数料 
   

振込金融機関 ３万円未満 ３万円以上 

当組合（店内振替） 無料 無料 

他金融機関（一律） ２２０円 ４４０円 

 
 ＊本人名義宛への振込（すべての金融機関）は無料（当組合負担）となっております。 
 
 
＊参考まで（他医師信用組合の振込手数料） 

（単位：円） 
組合名 ３万円未満 ３万円以上 組合名 ３万円未満 ３万円以上 

愛知県 ４４０ ６６０ 和歌山県 ５００ ５００ 
石川県 １６５ ２２０ 大阪府 （＊） ５５０ ７７０ 
福井県 ３００ ５００ 〃ネット（＊） ２２０ ４４０ 
岐阜県 ６４０ ８６０ 神奈川県（＊） ６６０ ８８０ 
埼玉県 ３１４ ４１９ 〃ネット（＊） ３３０ ４４０ 

※ （＊）の先は、５万円未満と５万円以上で振込手数料の金額が違います。 
以上 

 
富山県医師信用組合 
℡：076-429-6272 


